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4.2 計画 

4.2.1 計画の進め方 

 

 

 

 

 

【解 説】 

1. 計画の目的 

 環境配慮計画の作成は、事業本来の目的である農業生産性等の向上と農村環境の保全・形成の両立

に向けた環境との調和への配慮の方策を明確にするために行うものである。 

 

2. 計画の進め方 

(1) 環境保全目標の設定 

調査段階で概定した環境保全目標について確認を行い、環境保全目標を設定する。 

(2) 保全対象生物の設定 

調査段階で選定した注目すべき生物を基本として、調査結果や環境保全目標を踏まえて保全対象生

物を設定する。 

(3) 環境配慮対策の検討 

生物のネットワークを保全・形成するために必要な役割に応じ環境配慮対策の検討を行う範囲（エ

リア）を設定する。 

設定したエリア内において、事業による影響の緩和やネットワークの阻害要因を解消するための対

策を設定する。 

(4) 環境配慮に係る維持管理計画の検討 

環境に配慮して計画された施設について、環境配慮対策の効果を持続させるため、体制及び手法等

を含めた維持管理計画を検討する。 

(5) 環境配慮計画の作成 

環境保全目標や環境配慮対策等を取りまとめ、事業地区において設計や施工、維持管理に取り組む

ための環境配慮計画を作成する。 

 農業生産性の向上と農村環境の保全・形成を両立させるため、環境保全目標や環境配慮対策、

維持管理計画等を取りまとめ、事業地区における環境との調和に配慮した計画（以下、「環境配慮

計画」という。）を作成する。 
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[計画策定のフロー図] 

 
調査等の結果 

 
環境配慮計画に基づく施設

の設計 

設 計 

計 画 

環境保全目標の設定 
 
地域が目指す将来の地域環境の姿及びその実現に向けた

基本的な考え方を設定 

保全対象生物の設定 
 
地域の生態系の代表となる生物を設定 

環境配慮対策の検討 
 

ネットワークを保全・形成するための役割に応じ、環境

配慮対策の検討を行う範囲（エリア）を設定 

エリアごとに適切な環境配慮対策を設定 

環境配慮に係る維持管理計画の検討 
 
必要となる維持管理項目や内容、管理主体を検討 

環境配慮計画の作成 
 
事業地区において設計や施工、維持管理に取り組むため

の環境配慮計画を作成 

調 査 
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4.2.2 環境保全目標の設定 

 

 

 

 

【解 説】 

精査で把握した生物のネットワークや事業による影響、地域の意向等を踏まえ、必要に応じて見直

しを図る。 

 

【参考事例】 

[環境保全目標の設定例] 

  【大野平野地区（北海道北斗市他）を一部改変】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査段階で概定した環境保全目標を点検し、地域が目指す将来の地域環境の姿及びその実現に

向けた基本的な考え方を環境保全目標として設定する。 

 

 

将来の地域環境の姿 

 

実現に向けた基本的考え方 

本地域は、地域のシンボルでもある駒ケ岳等の山々、大野川等の河川等

の豊かな自然環境と、「北海道水田の発祥の地」として先人が築いてきた美

しい田園環境とがバランスを保ちながら、形成されてきた。 

しかし、このような自然と人間との共生関係も、近年の開発や、ライフ

スタイルの多様化により、徐々に弱まってきている。 

その一方で、地域住民が望む地域の姿は、旧大野町田園環境整備 

マスタープラン等にあるように「自然が豊かなまち」、「自然と 

共生するまち」である。 

よって、本地域では、長い歴史の中で築かれてきた自然と人間との共生した農村環境を取り戻し、豊かな自然、

美しい田園景観を次世代にわたり引き継いでいく地域を目指し、地域の緑、水、また植物や動物等の自然を保全し

ていく。 

また、地域が一体になり農業の発展とともに地域を築いてきた先人のように、これからは、地域の「環境保全」

という共有した認識の下、農家だけでなく地域住民が皆で地域を考え、「人も自然も豊かな大野平野」を次世代ま

で引き継いでいける体制を築いていく。 

 

<農業農村整備における環境配慮の基本方針> 

① 生物の生息・生育の場の保全・創出 

用水路の整備においては、多様な生物の生息環境への影響を最小限に抑える。 

また、頭首工においては、回遊魚等が遡上できるように、魚道等の施設整備を行う。 

② 安全で快適な生活環境づくり 

農業用水について、野菜等の洗浄利用や防火用水等の地域用水機能を引き続き維持していく。また、地

域住民の通行頻度が高い箇所については、人々の憩いの場となるよう配慮を行う。 

③ 美しい景観づくり 

周辺の田園風景に配慮しつつ、可能な限り自然素材のもの（石、間伐材等）を使用するとともに、工事

により生じる裸地部への植栽等を行っていく。 

④ 住民参加による農村環境づくり 

地元農家や地域住民参加によるワークショップや地元説明会等により施設整備や維持管理計画を検討し、

農村環境づくりを行う。 

 

 

 

 

「地域が協働でつくる自然と共生する大野平野」 

 

大野平野と駒ケ岳 
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4.2.3 保全対象生物の設定 

 

 

 

 

【解 説】 

1. 保全対象生物の設定の目的 

農村地域の生態系は、動植物のほか、大気、水、土壌、日光などの様々な要素が複雑に関係して成

り立っている。このため、生態系におけるすべての要素の関係を解明した上で環境配慮を行うことは、

現実には不可能である。 

このため、複雑な生態系に対して、環境配慮の検討のポイントを明確にするため、調査段階で選定

した注目すべき生物から保全対象生物を設定するものである。 

 

2. 保全対象生物の設定 

(1) 設定の手順 

注目すべき生物について、精査の結果や環境保全目標に基づき選定理由等の点検を行う。また、新

たに発見された希少な生物などがあれば、注目すべき生物とするかについて確認を行う。 

次に、これらの生物から、専門家の意見や地域住民の意向を踏まえ、生物の種間関係や事業との関

係等から絞り込みを行い、保全対象生物を設定する。 

(2) 設定の視点 

① 注目すべき生物の種間関係（捕食－被食の関係、共生関係など） 

  捕食－被食の関係（例：サギ類－フナ類）については、サギ類の生息は餌であるフナ類の生息数

に左右されるため、フナ類を保全対象生物とすることで、サギ類の保全を併せて行うことが考えら

れる。 

また、共生関係（例：タナゴ類－二枚貝類－ハゼ類）については、これらの生物のうち１種でも

生息ができなくなると、共生関係が成り立たなくなり、生態系にも大きな影響を与えるため、これ

らをまとめて保全対象生物とすることが考えられる。 

② 事業との関係（事業による影響の程度、事業以外の影響の有無など） 

  事業との関係では、例えば、水路のコンクリート化により移動経路が分断される生物（例：カエ

ル類、カメ類、ヘビ類）のうち、最も水路の壁を這い上がる能力が小さい生物を保全対象生物とす

ることが考えられる。 

  また、鳥類など生息範囲が事業地区以外にも広域に及ぶ生物については、事業地区内に繁殖場や

ねぐら等、種の継続に大きな影響を与える生息環境がある場合、保全対象生物として、対策を検討

することが考えられる。 

③ 環境配慮対策との関係（対策による他生物への効果、モニタリングの難易など） 

  典型性を有するため池や水路のヨシやヒシ群落の保全は、様々な生物の生息環境の創出にも貢献

しており、保全の効果が広く生態系にわたることから、それらを保全対象生物とすることが考えら

れる。 

  また、カエルの卵塊やホタルの発光など、生物によってはモニタリングにより対策の効果が把握

しやすい場合があり、設定に当たっては考慮する。 

 計画、設計を行うに当たり、環境配慮の検討のポイントを明確にするために、生態系の代表と

なる生物を保全対象生物として設定する。 
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④ 地域住民との関わり（地域の歴史・文化、地域住民の関心など） 

  地域の生物の中には、コイやタナゴなど釣りや子供の水遊び、食文化と密接な関係がある場合が

あり、歴史・文化といった地域の資源を含めて保全する観点から、これらの生物を保全対象生物と

することが考えられる。 

  また、姿が美しい生物や地域のシンボルとなっている生物は、地域の関心も高いことから、地域

のＰＲも兼ねて保全対象生物とすることも考えられる。 

 

【参考資料】 

[ 保全対象生物の設定例（その１）] 

～生物の共生関係に着目～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注目すべき生物の選定（調査段階）  

環境への関心と意識の向上を図るとともに、農家の維持管理負 

担の軽減を検討するため、生き物調査、学習会等を実施。 

 

・地域住民との学習会等を継続的に行う中で、特にタナゴ類 

－ ドブガイ － ヨシノボリの共生関係が地域住民にとって 

豊かな生態系の象徴として認識。 

・このため、これらの生物を注目すべき生物として選定し、事 

業による影響等について検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全対象生物の検討 

・３種の共生関係の成立条件である①水田・水路・川の連続性、②水路底の多様性（泥、砂、砂礫）③通年水が

あること、は他の生物の保全にも有効な条件。 

 ・また、これらの生物は網などで簡単に採捕できるため、環境配慮対策の実施後のモニタリングも可能。 

 ・さらに、生き物調査等の実施を通じ地域の関心も高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

タナゴは二枚貝の中に産卵し保

護してもらい、二枚貝は幼生をハ

ゼ類に寄生させて養分摂取と移

動分散を行う。また、ハゼ類は二

枚貝から浮出するタナゴの仔魚

を捕食する。 

 
出典：「用水路の淡水二枚貝群集」近

藤高貴（「水辺環境の保全」江崎康男・

田中哲夫編に記載） 

 

[タナゴ類－二枚貝－ハゼ科魚類の共生関係] 

総合学習の一環としての調査 

地域農家による学習会 

これら３種をまとめて保全対象生物として設定 

ヨシノボリ ドブガイ タナゴ類 

雌 

仔魚 
泳出 

捕食 

寄生 

放出 

 
幼生 

 入水管 

 

バラタナゴ 

ヨシノボリ 

雄 

産卵 

出水管 

 ドブガイ 
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【参考資料】 

[保全対象生物の設定例（その２）] 

～事業による影響や種間関係等を考慮し、フナ類（魚類）を保全対象生物に設定～ 

 

 

 

 調査結果 概要   調査結果 概要 

生息地 

水田や水路に生息し

ているが、事業の実

施により縮小・消失

する恐れ 

 

食性 
水田や水路の 

魚類や昆虫類など 

繁殖場 

(ねぐら) 

河川区域内のヤナギ林

（事業区域外） 

その他 夏鳥として日本へ渡来 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 注目すべき生物の種間関係からの検討 

・ フナ類のネットワークの保全・形成→餌の保全によるチュウサギの保全となるため、フナ類を地域の生

態系の代表とすることが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業との関係 

・ 農地や水路の整備による影響により、フナ類のネットワークが縮小・消失するおそれ。 

③ 環境配慮対策との関係 

・ フナ類は対策の前後で生息数を比較することにより、対策の評価が可能。 

④ 地域住民とのかかわり 

・ フナ類は、子供の魚とりや釣りの対象として人気。また古くからの名産品。 

・ 美しいチュウサギの生息する環境には、地域住民を引きつける魅力が存在。 

 

チュウ

サギ 

 

フナ類 

（プランクトン、昆虫類） 

現在 

（豊かな生態系） 

チュウ

サギ 

 

フナ類 

（プランクトン、昆虫類） 

事業実施後 

（減少） 

フナ類 

（プランクトン、 

昆虫類） 

将来 

（貧弱な生態系） 

 

フナ類を「保全対象生物」として設定。 

設定した保全対象生物 

チュウサギは、保全対象生物とはしないが、フナ類を保全することでチュウサギの餌資源が保全さ

れる。また、地域での環境教育や環境保全型農業など、新たな取組を促進するための地域の象徴と

して、ＰＲ等に活用。 

[フナ類のネットワーク保全・形成によるチュウサギの保全のイメージ] 

環境配慮の実施 

環境配慮を 

行わない場合 

生物の

減少 
 

チュウサギがい

なくなる 

注目すべき生物と調査結果 

フナ類 

保全対象生物（フナ類）の検討 

チュウサギ 

フナ類のネットワーク

の縮小・消失 
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4.2.4 環境配慮対策の検討 

  

 

 

 

 

【解 説】 

1. エリアの設定 

保全対象生物のネットワークに関する情報（現況のネットワークやかつて存在したネットワークな

ど）や水田、水路など環境基盤に関する情報、事業の影響予測結果等に基づき、エリアを設定する。 

また、エリアの役割が地域住民等にとってわかりやすいことが重要である。このため、例えば、魚

類の現況のネットワークの保全を検討する範囲を「ネットワーク保全エリア」とし、かつて存在した

ネットワークの回復を検討する範囲を「ネットワーク回復エリア」とするなど、エリアを役割に応じ

分ける。 

なお、設定に当たっては、保全対象生物のネットワークを考慮し、必要に応じて事業実施地区の周

辺地域を含めるものとする。また、鳥類などネットワークが著しく広い範囲にわたる場合は、採餌場

や繁殖場など事業実施地域と関係が深いネットワークの一部をエリアとすることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 環境配慮対策の検討 

(1) ミティゲーション５原則の適用 

ミティゲーション５原則の適用に当たっては、事業の実施による環境への影響を考慮し、まず「回

避」の検討を行い、それが困難な場合は低減（「最小化」、「修正」、「影響の軽減/除去」）の検討を行

う。低減についても困難であり、事業の実施が環境に大きく影響を与えざるを得ない場合は「代償」

の検討を行う。 

また、これらの優先順位を踏まえた対策を適切に組み合わせ、保全対象生物が生活史を全うできる

ように生息・生育環境の量的・質的な低下を防ぐことが重要である。 

(2) 検討の視点 

① 用水路は、速度が速く、非かんがい期には用水が流れていない場合が多いという特徴を有して

いる。このため、生物の生息・生育環境の確保については難しいが、かんがい期において河川や

ため池等から生物種の供給が行われるため、種の継続性の観点から移動経路の確保について検討

することが重要である。 

② 排水路は、通年で水路内に水がある場合も多く、流れも緩やかであるといった特徴を有してお

り、魚類や両生類等のネットワークを保全・形成するための対策を講じやすい。このため、繁殖

場や越冬場などネットワークに果たす役割を考慮した検討が重要である。 

③ ため池は、周辺の水田や樹林地と連続することで地域の生物のネットワークの拠点となる。特

注：田園環境整備マスタープランにおける区域との関係 

 市町村が作成する田園環境整備マスタープランには、「環境創造区域」（生態系や景観を保全する工法を積極的に取り

入れるなど環境の創造を図る区域）と「環境配慮区域」（工事の実施に当たり環境に与える影響の緩和を図るなど環境

に配慮する区域）が設定されている。 

このため、エリアの設定に当たり「環境創造区域」等の区域設定の考え方について確認を行うものとする。また、エ

リアの設定にあわせて、市町村による区域設定についても見直し・充実が行われるよう、市町村と協力して検討を行う

ことが重要である。 

 計画的かつ効果的にネットワークを保全・形成するために、環境配慮対策の検討を行う範囲（以

下「エリア」という。）を設定し、ネットワークの阻害要因や事業による影響予測結果に基づき、ミティ

ゲーション５原則を踏まえ環境配慮対策を検討する。 
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に、緩傾斜の岸辺が有する移行帯（エコトーン）については、多様な生物の生息・生育環境及び

移動経路として両面の役割を有しており、現況の保全を含めた対策の検討が重要である。 

④ 水路や農道の法面における緑地は、鳥類や昆虫類等の移動経路として重要な役割を有する。こ

のため、緑地の確保について検討することが重要である。 

⑤ ほ場整備などにより残地が発生する場所では、水路内の植生や隠れ場の確保、緑地環境の確保

などが容易になる。このような場所については、魚類の産卵場や稚魚、幼生の生息場、昆虫類の

繁殖の拠点として位置づけるなど、ネットワークの保全・形成の観点から工夫することが重要で

ある。 

⑥ 農業農村整備事業は、国営、都道府県営、団体営事業が関連して行われるという特徴を有して

いる。また、水路と河川の間の移動経路の確保は、水路と河川の双方を利用する生物にとって効

果的である。このため、例えば河川、幹線・支線・小排水路、水田を利用するフナ類などのネッ

トワークの保全・形成に当たっては、関連事業や河川における事業との連携が重要である。 

  一時的水域に生息する魚類は、かんがい期に湛水するたびに河川などの恒久的水域から移動し

てくるため、物理的障害がないことなど、魚類の移動のしやすさに配慮する必要がある。 

⑦ 施設の更新整備を行う地区では、かつての整備により既に生物のネットワークが消失している

ことも考えられる。このため、施設の整備に併せネットワークの回復についても考慮することが

重要である。 

⑧ ネットワークの保全・形成には、営農も密接に関連している。このため、環境保全型農業と連

携して対策を検討したり、生産調整に伴うブロックローテーションを考慮して水田魚道の設置箇

所や整備内容を検討するなど、地域の営農を考慮した検討が重要である。 

⑨ 用水再編等により生産基盤としての機能を失うため池や水路等について、生物のネットワーク

を保全する観点から存置する場合には、水の供給源の確保や農家に代わる維持管理主体を検討す

る必要がある。例えば、親水公園やビオトープなどとして位置付け、地域住民等による活用及び

維持管理を行うことが考えられる。 

(3) 環境配慮対策の設定 

    エリア内において、事業による影響予測結果等を踏まえ、生物の生息・生育環境の「広がり（量）

の確保」と「質の向上」を図る環境配慮対策の案を作成する。案は、地域住民等の意向把握や合意

形成を効果的かつ計画的に行うため、対策の組み合せの違いにより複数作成する。 

次に、複数案について、関係者の意向を踏まえて、農業生産面、維持管理面、経済性、景観面等

から比較をし、農業生産性の向上と環境保全が両立するよう絞り込む。 

 

 

【環境配慮対策の例】 

保全対象生物 環境配慮対策 環境配慮工法 

アカガエル 

[生息環境] 

水域と樹林地 

○ 水域と樹林地との移動経路の確保 ○ 緩傾斜の石積ブロック 

○ 水田端や水路底の一部に水がたまる

窪地を設置 

ゲンジボタル 

[生息環境] 

水路と周辺緑地 

○ 現況の水辺を保全し、生息環境を確保 

○  他地区の水路と緑地帯で連結し、移動経路の確保 

○ 木柵による水路護岸 

○ 樹木は伐採せずに保全、樹木がない

範囲は植栽 

 

 
（環境配慮工法については、第５章 設計、施工を参照） 
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【参考資料】       

[エリアの設定例] 

～環境保全目標に基づきフナ、モロコ類を保全するエリアを設定～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ネットワーク保全エリア 

 

 

 

 

②ネットワーク回復エリア 

 

 

 

 
 

小排水路 

幹線排水路 

河
川 

環境保全目標 

人と生き物が共生する豊かな環境を保全するため、魚類等の生

物の水辺環境ネットワークを保全・回復。 

 
保全対象生物の設定 

①～③の観点から、同様の環境に生息するフナ、モロコ類を設定。 

①地域の生物多様性を特徴付けており、これらの保全が地域

の生物多様性の保全になること（典型性） 

②魚釣りの対象として地域住民に日常的に親しまれてい

ること（地域の代表的な生物） 

③事業の影響が直接的で、環境配慮対策の評価はこれら

の増減により可能（環境配慮対策の評価の指標種） 

幹線排水路の受益範囲 

（水辺環境のネットワーク） 
拡大 

（上流側） 

（下流側） 

フナやモロコなどのネットワークが、現在、形成されており、排水路改修に伴う生息環境

の悪化を緩和するため、通水障害がない区間の施工を「回避」したり、施工区間においても

石積み等により影響を「最小化」することを検討する範囲 

フナやモロコなどのネットワークが形成される可能性があり、事業の実施を契機に、落差

を解消し遡上を可能にするなど、かつての事業により影響を受けた移動経路を修正すること

を検討する範囲 

[事業概要図] 

 

重要な繁殖場 

稚魚の生息場 

[拡大図：フナ、モロコ類のネットワーク] 

重要な越冬の

場（深み） 

落差の存在 
落差の存在 

植生が豊かで 

良好な生息環境 

調査結果に基づいて設定したエリア 

幹線排水路

幹
線
用
水
路

導
水
路
（パ
イプ
ライン）

事業地区

河
川

（受益範囲）

大きな落差の存在 

重要な生息環境

事業により整備を行う範囲

かつて存在したネットワーク

[調査により現在は生息していないが、環境基盤情
報（水深、流速、水草の有無等）や聞き取り情報に
より潜在的に生息が可能である範囲]

現況のネットワーク

[調査により分布が確認されている範囲]

重要な生息環境

事業により整備を行う範囲

かつて存在したネットワーク

[調査により現在は生息していないが、環境基盤情
報（水深、流速、水草の有無等）や聞き取り情報に
より潜在的に生息が可能である範囲]

現況のネットワーク

[調査により分布が確認されている範囲]
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【参考資料】      

[環境配慮対策の設定のイメージ] 

～魚類のネットワークを形成するために水路の役割に応じた対策を検討～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討の視点 

① 魚類の越冬場となっており、生息に重要な範囲について施工を回避 

② 通年水があり、魚類が生息しやすいＢ排水路は、移動経路としての役割に加え、良好な生息環境として

の役割を確保 

③ かんがい期のみ水があるＡ用水路、大雨時のみ水があるＣ放水路は、魚類が生息しにくいため、落差解

消と休息場の設置により河川との移動経路としての役割を確保 

④ 営農や維持管理に支障がない水田についてＢ排水路と接続し、繁殖場を確保 

 

設定された環境配慮対策  

ネットワーク保全エ 

リア 

（事業による影響の 

緩和することを検討 

する範囲） 

上記を除 

く範囲 

魚類等の移動経路を確保するため、魚道により落差を

解消。また、隠れ場、避難場の設置 

ネットワーク回復エリア 

（ネットワークの阻害要因を解消し、ネット 
ワークを回復することを検討する範囲） 

Ａ用水路：魚類等の移動経路を確保するため、落差を 

解消。また、隠れ場を設置。 

Ｂ排水路：現況の魚類等の多様な生息環境を保全す 

る水路整備を実施。また一部の水田と接続。 
 

「 最小化 」、 
「 修正 」範囲 

「 回避 」範囲 

環境配慮対策 の内容 

「 
「 

エリアと環境配慮対策の考え方 

工事を実施せずに良好な環境を保全 

[環境配慮計画図] 

魚類の繁殖場 

水田 

Ｂ排水路 

Ａ用水路 

Ｃ放水路：落差を解消

し、移動経路を確保 
 

Ｃ放水路：休息場の設置 

Ｂ排水路と水田

の一部を接続 

Ａ用水路：落差を解

消し、移動経路を確

保 

 

Ｂ排水路：現況の良好

な環境を保全 

Ｂ排水路：魚類等の多様

な生息環境を確保 

Ｃ放水路 

河川 

魚類の越冬場 

休息場 



【参考資料】 

［生物の生息・生育環境の広がり（量）と質について］ 

 

生物の生息・生育環境の保全・形成については、「広がり（量）」と「質」の観点から検討することが重要であ

る。広がりは生息・生育環境の広大化や連結化などによって確保され、また、質は水深や流速などの様々な環

境要因の適性化により確保される。 

このため、『生物の生息・生育環境の規模＝生息・生育環境の広がり×生息・生育環境の質』と考えて、広が

りの確保と質の向上とを組合せて計画・設計を行うことが考えられる。例えば、魚類において「回避」ができ

ずに生息環境としての水路の質が低下した場合、別の水路において、「新たな魚道の設置による広がりの確保」

と「新たな隠れ場の設置による質の向上」とを適切に組合せ、同等の規模の生息環境を確保することが考えら

れる。 

また、広がりと質以外の要因としては、例えば、コンクリート水路の施工後に生育した水草が生息環境の質を

向上させるといった「時間」の要因が考えられる。このため、計画、設計においては、環境が安定した将来の状

態や環境が安定するまでの状態についても考慮することが重要である。 

[モロコ類の生息環境の考え方のイメージ] 

① 移動経路の保全による生息環境の広がりの確保（生物生息空間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生息環境の質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川

水
路

小水路

水田

河川

水
路

小水路

水田

移動経路

の保全 

小水路 

移動経路

の保全 

望ましい 望ましくない 生息環境 
としての望ましさ 

モロコ類における 
生息環境の広がり 

（ 移動できる範囲 ） 

モロコ類における 
生息環境の広がり 

（ 移動できる範囲 ） 

生息環境 
としての望ましさ 

主な 
環境 
要因 

モロコ類における水 
路の生息環境の質 

望ましい 望ましくない 

植生なし。産卵場や隠れ場、 
採餌場が少なくすみづらい 中間 

植生が産卵場や隠れ場、採 
餌場を供給しすみやすい 

植 生 

水路の摩擦が少ないため、 
勾配が大きい水路では、流 
れが一様に早くすみづらい 

中間 
護岸の植生や石により流れ 
の緩い箇所が多く小さな個体 
もすみやすい 

流 速 

浅い場所がほとんどない水 
路ではすみづらい 中間 

多様な水深があり、浅い場所 
を好む稚魚から比較的深い 
場所を好む成魚にとってもす 
みやすい 

水 深 

主な 
環境 
要因 

モロコ類における水 
路の生息環境の質 

中間 
植 生 

中間 
流 速 

中間 

水 深 
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【参考資料】 

[環境配慮対策の比較のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ用水路、Ｂ排水路の改修に際し、環境配慮対策の組み合わせの違いによる複数案を比較。 

 

 

 

 

 

 組合せ案の比較 

 

 

対策の組合

せの概要 

 

案１ 

・Ａ、Ｂ水路に移動経路と良好な

生息環境の役割。 

 

 

 

 

[最小化*：配慮レベル高] 

 

・全部の水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル高] 

 

 

（全体として配慮レベル高） 

案２ 

・Ａ、Ｂ水路は移動経路のみの

役割。 

 

 

 

 

[最小化*：配慮レベル低] 

 

・水田への移動経路は確保し

ない（魚類の移動は不可能） 

 

(全体として配慮レベル低） 

案３ 

・Ａ用水路に移動経路のみの

役割。 

 

 

 

[最小化*：配慮レベル低] 

 

・Ｂ排水路は移動経路と生息

環境の役割。 

 

 

 

 

[最小化*：配慮レベル高] 

 

・一部水田で移 

動経路を確保。 

[修正*：配慮 

レベル中] 

(全体として配慮レベル中） 

ネットワークの 

保全面 

地域全体が良好な生息環

境として機能。 

周辺地域の生息環境と連結さ

せるのみで生息環境の機能は

なし。 

案１、２の中間でB排水路を中

心に生息環境として機能。 

農業生産面 

Ａ・Ｂ水路に多様な環境を創

出するため水路断面が大きく

なり減歩の割合が大。 

水路断面の拡大を伴わないた

め、支障なし。 

Ａ水路は水路断面の拡大を

伴わないため、支障なし。 

Ｂ排水路は、減歩により用地

を確保する必要。 

維持管理面 

Ａ・Ｂ水路の清掃や補修を行う

費用と労力が大。 

水田魚道の管理も必要。 

環境配慮対策の実施に伴う費

用や労力は最小。 

Ａ水路の労力は最小。 

Ｂ水路は、定期的なゴミの除

去や草刈が必要。 

経済性 

多様な環境の創出により生じ

る損失水頭を補うため、水路

断面の拡大が必要になるなど

工事費が大。 

水路のいくつかの場所で魚類

等の隠れ場や避難場所を設置

する程度で工事費は微増。 

Ｂ排水路に移動経路の役割

に加えて生息環境の役割を

持たせるための追加工事費

は（○○円/m）程度。 

景観面 
(想定される捉え

方) 

水路の植栽や水草、変化に

富んだ水の流れなど自然豊

かな景観 

植栽や流れの変化が少なく、

住民が親しみにくい景観 

人の目に触れやすい集落沿い

のＢ排水路周辺は、自然豊か

な景観 

 

比較案を基に農家を含む地域住民による議論により、地域にとって 

持続的な農業と環境保全とのバランスが成立する案３を決定 

（上流側） 

（下流側） 

Ａ用水路 

Ｂ排水路 

水田 

写真：整備イメージ  ＊：ミティゲーションの分類 

[イメージ図] 

集落 
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【参考事例】 

[環境配慮対策の検討例] 

～メダカやタナゴなどのネットワークの保全～ 

（大谷地区（鳥取県岩美町）） 

 

 

地区の概要 

検討の視点 

 生態系の保全の議論が起こったのが事業着手後であり、水路等の配置は確定していた。このため、確定して

いた配置の排水路について、１年を通じて水があると想定される範囲（恒常的水域）について、全域で魚類の移

動を確保した。 

 さらに、かんがい期間中など水量が多いときに水がある範囲（一時的水域）についても、恒常的水域から移動

できるようにし、生息環境の広がりを確保した。 

[生息環境の広がりを確保する範囲（排水路）] 

検討１：移動経路の保全による生息環境の広がりの確保 

この地区の現況は、低湿地帯であり、水路は用排兼

用の土水路であった。このため、平成12年に区画整理

や用水路のパイプライン化など生産基盤条件の改善に

資する受益面積68.8haのほ場整備に着手した。 

一方、現況の用排兼用水路はメダカ等が生息する良

好な環境であったが、整備によりこれらの絶滅を危惧

する声があがったため、「生きものにやさしい大谷田ん

ぼ」を目標に、地区全体を保全エリアとして生態系の

保全を考慮した排水路の整備を実施した。 

[位置図] 

地区を流れる幹線排水路[現況] 

河川 （下流側） 

（上流側） 

河川 （下流側） 

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

幹線排水路 
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生息環境の広がりと質の向上を図る対策を組み合わせ、地区全体で生態系を保全。 

現地の石を有効活用し、産卵や

成育の拠点を確保

多孔質護岸に魚巣ブロックを組み合わ

せ、様々な魚類の生息拠点を確保 

残地を活用し、魚類や両生類、昆

虫類の生息環境を確保

用地に余裕がない区間は、魚巣

ブロックにより生息環境を確保 河川 （下流側） 

幹線排水路 

  確保した生息環境の広がりの中で、生息環境の質の向上（産卵や成育場としての機能の向上）を検討した。 

検討の視点・工夫点 

① 経済性や維持管理作業性を考慮し、生息環境の質の向上は、１年を通じて水がある恒常的水域を重点的に

実施する。 

② 河川と接続し、地区の中心に位置する幹線排水路については、小型魚から大型魚まで様々な魚類の生息

に望ましい環境を創出するため、緩勾配型の多孔質コンクリート護岸に各種魚巣ブロックを組み合わせた

構造とする。 

③ 幹線排水路と接続する支線排水路や小排水路は、産卵拠点及びメダカや様々な生物の成育拠点として位

置付け、画一的でない多様な生息環境を創出する。 

   また、設計・施工に当たっては、現地の条件に併せて工夫を行う。 

・ 現地で発生した石を活用した石積水路 

・ 用地に余裕がない区間は、通水を阻害しない魚巣ブロック（ブロック内には、石を詰めた箇所も設置） 

・ 残地を活用したワンド 

検討２：生息環境の質の向上 

整備後の状況 

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）

凡 例

一時的水域
（水量が多いときのみ
水がある）

恒常的水域
（１年中水がある）
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